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１．推計手法の検討 
１ １ 需要推計 考え方 見直

（１）新規住宅地数の算定の考え方

 １－１．需要推計の考え方の見直し

（１）新規住宅地数の算定の考え方

需要推計の考え方を見直すに当たり、非住宅地から住宅地
へと変化する数（以下 「新規住宅地数」）を算定するへと変化する数（以下、「新規住宅地数」）を算定する

新規住宅地数は、（N-5）年時における住宅地（従前住宅
地）・非住宅地の利用のされ方が、N年時にどのように変化地） 非住宅地の利用のされ方が、N年時にどのように変化
したか（住宅地（従後住宅地）・非住宅地）を把握することで
算定 

住宅地の利用のされ方として、居住住宅、空き住宅及び空
き住宅地の３種類があるものとする 
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①用語の定義 

新規住宅地数を把握するため 用語を以 とおり定義する新規住宅地数を把握するための用語を以下のとおり定義する。 
ⅰ）住宅地：住宅の用途に利用されている土地 

ⅱ）非住宅地：住宅以外の用途に利用されている土地ⅱ）非住宅地：住宅以外の用途に利用されている土地

ⅲ）住宅地としての利用のされ方 

 ・居住住宅：住宅地に存する普通世帯及び同居・非住宅居住世帯が居住する住宅 

 ・空き住宅：住宅地に存するが、普通世帯及び同居・非住宅居住世帯が居住してい 

         ない住宅 

住宅地 
非住宅地

 ・空き住宅地：居住住宅及び空き住宅が存しない住宅地

居住住宅 空き住宅 空き住宅地 
非住宅地

１住宅

3

本推計においては、１住宅地に、１
住宅が建設され、１普通世帯が居
住するも とする

１住宅

3
住するものとする。

１住宅地 
１普通世帯居住 



②新規住宅地数算定のための住宅・非住宅の利用の
され方の整理され方の整理

新規住宅地数を把握するための、住宅地・非住宅地の利用
の全てのパタンを以下に示すの全てのパタンを以下に示す。
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前ページで示した住宅・非住宅の利用パタンを下記の通り前 ジで示した住宅 非住宅の利用 タンを下記の通り
に整理する。 

55
※（Ｎ－５）年時に従前住宅地であったもの 



③住宅地・非住宅地の利用パタンごとの「居住住宅」、 

「空き住宅 「空き住宅地 の整理 「空き住宅」、「空き住宅地」の整理
住宅地・非住宅地の利用パタンを活用し、新規住宅地数の算定
方法を検討する方法を検討する。

従前住宅地数、従後住宅地数、居住住宅、空き住宅、空き住宅
地の発生数を下記の通り仮定する。地の発生数を下記の通り仮定する。 

 
［従前住宅地数］ ＝ Ｘ

 
［居住住宅］ ＝ A［従前住宅地数］ ＝ Ｘ

 
［従後住宅地数］   ＝ Ｘ‘ 

［居住住宅］   ＝ A
［空き住宅］   ＝ B 
［空き住宅地］  ＝ C 

 

新規住宅地数の算定
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新規住宅地数の算定

[新規住宅地数] ＝ Ｘ‘ － Ｘ （①式） 6[新規住宅地数] ＝ Ｘ  － Ｘ   （①式）



従前住宅地数及び従後住宅地数は、「居住住宅」、「空き住
宅」、「空き住宅地」の合計で表すことができる。 

[従前住宅地数（＝X） ] ＝ Ａ‘ ＋ Ｂ’ ＋ Ｃ’ （②式）[従前住宅地数（＝X） ] ＝ Ａ‘ ＋ Ｂ’ ＋ Ｃ’  （②式）

[従後住宅地数（＝Ｘ’）] ＝ Ａ’ ＋ Ｂ’ ＋ Ｃ’  （③式） 

居住住宅、空き住宅及び空き住宅地の増減数は、Ｎ年の総数
から（ ）年 総数を差 引 たも となるから（Ｎ-5）年の総数を差し引いたものとなる。

[居住住宅の増減数] ＝ Ａ' － Ａ （④式）[居住住宅の増減数]   ＝ Ａ  － Ａ      （④式）

[空き住宅の増減数]   ＝ Ｂ'  － Ｂ      （⑤式） 

7

[空き住宅地の増減数]  ＝ Ｃ'  － Ｃ      （⑥式） 

7



①、②及び③式より、新規住宅地数は以下のように表すこと
ができる。 

[新規住宅地数] （Ａ' ＋Ｂ' ＋Ｃ' ） （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） （⑦式）[新規住宅地数] ＝ （Ａ' ＋Ｂ' ＋Ｃ' ） － （Ａ＋Ｂ＋Ｃ）   （⑦式）

⑦式 新規住宅地数は 以 ⑧式 とおり居住住宅 増⑦式の新規住宅地数は、以下の⑧式のとおり居住住宅の増
減数、空き住宅の増減数及び空き住宅地の増減数の３指標
で算定することができるで算定することができる。

[新規住宅地数] ＝（Ａ' －Ａ）＋（Ｂ' －Ｂ）＋（Ｃ' －Ｃ）     （⑧式） 

居住住宅の 空き住宅の 空き住宅地の
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居住住宅の
増減数（④式） 

空き住宅の 
増減数（⑤式） 

空き住宅地の
増減数（⑥式） 

8
※なお、新規住宅地数は必ず増加するものと仮定する。つまり、５年後に住宅地に変化する非

住宅地数（Ｄ）の方が５年後の非住宅地数（Ｄ‘）よりも多く、ストック減が生じないものとする。 



③新規住宅地数の算定方法の整理 

既往の統計データから「居住住宅」 「空家」 「空き地」の増減既往の統計デ タから「居住住宅」、「空家」、「空き地」の増減
数を把握する方法を検討する。 

（ⅰ）居住住宅の増減数＝α

以下の２つの合計「α1＋α2」として算出 

（ⅰ）居住住宅の増減数＝α

●「普通世帯の増減数 （以下 ）●「普通世帯の増減数」（以下α1）

〔例：世帯分離〕 
結婚等を契機に世帯を形成 

世帯分離等に伴う普通世帯の
増減による居住住宅の増減 

親世帯 子世帯 親と子世帯 

■使用する統計 

 総務省：国勢調査 

 国立社会保障・人口問題研究所：将来世帯推計 

●「同居・非住宅居住の解消数」（以下α2） 

 

２世帯居住の分離や社宅等

9

２世帯居住の分離や社宅等
の非住宅からの住替えによ
る居住住宅の増減 

〔例：非住宅居住世帯の住み替え〕 

9
■使用する統計 

 総務省：住宅・土地統計調査 非住宅に居住する世帯 

住み替え 



住宅 土地統計調査より把握可能な空家総数から

（ⅱ）空家の増減数＝β 

住宅・土地統計調査より把握可能な空家総数から
「空家の増減数」を算定する 

■使用する統計■使用する統計 
  総務省：住宅・土地統計調査 

（ⅲ）空地の増減数＝γ 

空き住宅地は経年に関わらず一定であると仮定※し、
「空き住宅地の増減数」を０とする。 

※住宅用地に係る課税標準の特例により政策的に空き住宅地の増加を抑制していること 定※住宅用地に係る課税標準の特例により政策的に空き住宅地の増加を抑制していること、一定
の居住住宅用の供給在庫が存在することによる 

【新規住宅地数の算定】 

（ⅰ）～（ⅲ）より
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（ ） （ ）より

 ［新規住宅地数］ 
＝α１ ＋ α２ ＋ β 10α１ ＋ α２ ＋ β
＝［普通世帯の増減数］＋［同居・非住宅居住の解消数］ 
  ＋［空家の増減数］ 



（２）新規宅地における住宅等発生数の動向 
新規の宅地需要が生じる要因について動向を把握 

 
平成22年までは「普通世帯の増減数」が占める割合が高いが、平成27年以降は
「空家の増減数」が占める割合が高くなる 

「同居・非住宅居住世帯の解消数」は他の２つに比べ、絶対数が小さい 

 【全国における増減動向】 
検討条件 

●普通世帯の増減数●普通世帯の増減数

・Ｈ13～17年までは国勢調査 

・Ｈ17～22以降は国立社会保
障・人口問題研究所の将来推
計（平成17年8月推計 ）計（平成17年8月推計 ）

●空家の増減数 

・Ｈ13～17年までは、住宅土地
統計調査より算定した空家の
増減数※増減数※

・Ｈ17～22年以降は過去の実績
値から線形近似により推計し
た値を元に補正 

11
※推計モデル上、「普通世帯の増減数」、「空家の増減数」、及び、「同居・非住宅居住の解消数」の和は正になることから、和が負になる場合には和を

０にするため「空家の増減数」を補正する。なお、上図は、例として各都道府県の実績値を合計した積上げ値を示したものである。 11
※住宅・土地統計調査と国勢調査は調査年次が異なるが、上記表では国勢調査の年次を基準として表記している。また、国勢調査の年次と住宅・土

地統計調査の年次の差を解消するために、上記の表・グラフの(n-4)年～n年の値は、住宅・土地統計調査の(n-7)年～(n-2)年の値を代用している。

これは、住宅・土地統計調査の空家の増減数を近似式により補正する方法と比較した結果であり、近似式補正により各調査年度のばらつきがなくな
るよりも、推計上、その時期の空家の増減数の特性を重視すべきではないかと考えたことによる。なお、「同居・非住宅居住の解消数」については、
「世帯の増減数」及び「空家の増減数」に比べて値が小さいため、「空家の増減数」と同様の方法で値を代用しても影響が少ないと考えられる。 



【都道府県別の増減動向例】 

平成32年までの都道府県別
「普通世帯 増減数の、「普通世帯の増減数」、

「同居・非住宅の解消数」、
「空家の増減数」は左図の通
りであるりである。

「普通世帯の増減数」は、平
成22年時点で減少している
都道府県は4道県であるが都道府県は4道県であるが、
平成32年時点では33道府県
が減少に転じている。 

「同居・非住宅居住の解消「同居・非住宅居住の解消
数」は、同数で推移。    
（同居・非住宅居住を政策的に、平成32
年までに解消すると仮定し、線形近似に
より推計を実施）より推計を実施）

「空家の増減数」は、普通世
帯の増減数が著しく減少して
る道県では増加。
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る道県では増加。      
（近年の空家の動向を適切に反映すると
考えられる推計手法である線形近似を用
いる。また、算定した推計値を補正) 

12

※各表の年次が、(n-4)年～n年の場合を、
本文中ではn年と表記する。以下同様。 



将来時点における４７都道府県の「普通世

【都道府県別の増減の合計】 

将来時点における４７都道府県の「普通世
帯の増減数」、「空家の増減数」、「同居・
非住宅居住の解消数」を合計は左図の通
りとなる。 

３つの指標の合計値は、平成27年時点に
おいては4県 平成32年時点においては11おいては4県、平成32年時点においては11
道県がマイナスとして算定される。 

     ：増減数の合計がマイ
ナスとなった場合の取り扱いに
ついてついて

13

推計モデル上、増減数の合計は常
にプラスとなるため、マイナス分 13ラ な 、 ナ 分
を「空家の増減数」に加算する。 



「普通世帯の増減数」 「空

【空家の増減数の補正】 

「普通世帯の増減数」、「空
家の増減数」、「同居・非住
宅居住の解消数」の合計の
マイナス分を 空家の増減マイナス分を、空家の増減
数に加算して補正した場合、
３つの指標は左図の通りで
ある。

「空家の増減数」は、普通
世帯の増減数が著しく減少世帯の増減数が著しく減少
してる道県では増加。 

 （過去の実績値から線形近似により
推計した値を元に補正）推計した値を元に補正）

増減数の合計の

14

   ：増減数の合計の
マイナス分を空家の増減数
に加算して補正した道県 

14



 １－２．需要推計手法の設定 

①需要推計の目的①需要推計の目的

過去においては、いずれの地域においても、宅地需要の主
要因は「普通世帯数の増減数」の増加要因は「普通世帯数の増減数」の増加 

⇒世帯増に伴う宅地需要ボリュームを概算的に把握するこ
とが目的となっていたとが目的となっていた

今後は、「普通世帯の増減数」は減少傾向。地域によっては、
「空家の増減数」の増加が宅地需要の主要な要因となる 

⇒不良ストックの増加に伴う世帯転出（≒空家の増加）が
顕著な地区も多くなる 

 

そのため本推計の目的は以下のものとする 

地域毎に新規宅地需要の傾向を見極め、「宅地需要総量」地域毎に新規宅地需要の傾向を見極め、「宅地需要総量」
や「宅地需要が生じる要因」に応じ、宅地政策の方向性を検
討する上での指針とすることを目的とする。 

15
⇒地域毎に、宅地需要の要因である「普通世帯の増減数」

と「空家の増減数」の状況を見極め政策を判断 

15



②宅地需要推計手法 

以下の手順に沿って推計を行う 本推計での主な使用デ タ以下の手順に沿って推計を行う

  ○国勢調査：「世帯総数」より算出した「普
通世帯の増減数」（平成17年） 

○日本の世帯数の将来推計：「将来の世

本推計での主な使用データ

 

○日本の世帯数の将来推計：「将来の世
帯総数」より算出した「将来の世帯増減
数」（平成17年） 

 ○住宅・土地統計調査：「空家総数」より
算出した「空家の増減数」（昭和43年～

 
算 数
平成15年） 

 ○住宅・土地統計調査：「同居世帯又は住
宅以外の建物に居住する世帯」より算
出した「同居・非住宅居住の解消数」

成 年（平成15年）

 ○住宅着工統計：利用関係別の「新設住
宅着工数」（平成6年～平成18年） 

○住宅着工統計：建て方別の「新設住宅

 ○住宅着工統計：利用関係別・建て方別
の「新設住宅着工数」、「床面積の合
計」より算出した「戸当り床面積」（平

○住宅着工統計：建て方別の「新設住宅
着工数」（平成6年～平成18年） 
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計」より算出した「戸当り床面積」（平
成6年～平成18年） 

16
  ※上記の使用データは、都道府県別

の統計データを用いるものとする。 1616



③新たに必要となる住宅地での住宅建設戸数 
 以下の推計において、全国の動向

は全都道府県の合計である積上は全都道府県の合計である積上
げ値（左表最下段）を用いることと
する。 

ステップ２で算定する「新たに必要ステップ２で算定する 新たに必要
となる住宅地での住宅建設戸数
（以下、住宅建設戸数）」は、「世帯
増に対応した住宅ストックの純増
分」と「不良ストック等の代替分とし分」と「不良ストック等の代替分とし
ての住宅増分」の合計となる。 

なお、「世帯増に対応した住宅ス
トックの純増分」は「世帯数の増減
数」、「不良ストック等の代替分とし
ての住宅増分」は「空家の増減数」
と「同居非住宅居住の解消数」の
合計となる合計となる。

その後、持家・借家率及び、戸建て
率・共同建て率で、住宅建設戸数
を按分する。 

17

ステップ３では、按分した住宅建設
戸数に、利用関係別及び建て方別
の戸当り床面積を乗じ、「新    
たに必要となる住宅地面積」 17たに必要となる住宅地面積」   
を算定する。 



２．宅地需要推計結果 
宅地需要量は、平成22年から平成32年に宅地需要量は、平成22年から平成32年に
おいて、愛知県、滋賀県及び岡山県を除く
全ての都道府県で一貫して減少している。 

総体的には、平成22年で25 000ha程度、総体的には、平成22年で25,000ha程度、
平成27年で15,000ha程度、平成32年で
9,000ha程度の新規宅地需要量である。 

三大都市圏域内においては、新規宅地需三大都市圏域内においては、新規宅地需
要が、比較的多く見込まれる 

また、「普通世帯の増減数」が極端に減少
するために、推計モデル上、平成27年以するために、推計モデル上、平成27年以
降に11道県では、新たに必要となる住宅
地面積は０と算定される。 

※「住宅用地の評価総地積の増減数」は「固定資産税の価格等
の概要調書（総務省）」より算出

※三大都市圏域は以下の定義による。 
首都圏域：首都圏域整備法に規定する都県の内、特定市を含む

都県（茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） 
中部圏域 中部圏域開発整備法に規定する県の内 特定市を含

18

中部圏域：中部圏域開発整備法に規定する県の内、特定市を含
む県（愛知県、三重県、静岡県） 

近畿圏域：近畿圏域整備法に規定する府県の内、特定市を含む
府県（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県） 
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【都道府県別の宅地需要推計結果】 



【宅地需要推計結果の推移】 

平成13年～平成17年 平成18年～平成22年平成13年 平成17年 平成18年 平成22年

【宅地供給実績（住宅用地の評価総地積の推移） 】

平成28年～平成32年 平成23年～平成27年 

【 供給実績（住 用 評価総 積 推移） 】

1919

※著しく減少している平成32年時点の宅地需要量が0haより大きい36都府県の平均が244haである。これを考慮して250ha区切りで宅地需要推計結果
の推移を表示するものとする。 



平成 年 平成 年

【宅地需要推計結果の推移】 

平成18年～平成22年

2020



【宅地需要推計結果の推移】 

平成 年 平成 年平成23年～平成27年
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【宅地需要推計結果の推移】 

平成 年 平成 年平成28年～平成32年

2222



３．宅地供給推計について 
宅地総量を把握するこのできる以下の統計を元に供給実績を都道宅地総量を把握する のできる以下の統計を元に供給実績を都道
府県別に把握する。 

  ○固定資産の価格等の概要調書（総務省） 

⇒住宅用地の評価総地積（以下 「評価総地積」）  ⇒住宅用地の評価総地積（以下、「評価総地積」）

評価総地積の実績値より、トレンド推計を実施する。 

   ⇒算定された推計値の５年毎の増加分を供給推計値として扱う。 

推計値 実績値 

算定 推計値 年毎 増 分を供給推計値 扱う。

※推計の実施に当たっては、
近年の宅地供給の動向を
反映させるため、平成13年反映させるため、平成13年
～19年の実績値を基にして、
平成32年までの推計値を対
数近似により算定した。 

供給推計値 

供給推計値 

※評価総地積は都道府県ごとに推
計を実施。左図は、例として平
成13年～平成19年までの積上げ
値より推計したもの

供給推計値 

23

値より推計したもの。
※また、供給推計値はマイナスに
はならず、０に収束するため、
対数近似による推計を行うこと
とする。 

23



②宅地供給推計結果 

供給推計は 評価総地積のトレンドを把握し対

【都道府県別の宅地供給推計結果】 
 

供給推計は、評価総地積のトレンドを把握し対
数近似により推計した。推計結果は左図の通
りである。 

供給推計 経年 従 減 す 傾向 あ供給推計は、経年に従って減少する傾向にあ
る。平成32年までの10年間で、供給量は全都
道府県で、概ね40％程度に減少している。 

平成22年では、三大都市圏域を中心とする主
要な都道府県では、供給量が多く見込まれて
いる。また、17都道府県で、500ha以上の供給

が量が見込まれている。

平成27年では、６県で供給量が100haを下回っ
ている。また、500ha以上の供給量が見込まれ
ているところが、２県にとどまっている。 

平成32年では、38府県で供給量が250haを下
回っている。また、500ha以上の供給量が見込

24

回って る。また、 以 の供給量が見込
めず、250ha以上の供給量が見込まれている
ところが、９都県である。 

24

※宅地需要推計結果の推移を、250ha区切りで表示しているため、宅地供給推計
結果についても同様の区分とする。 



③宅地供給推計結果の推移 

平成18年～平成22年 平成22年では、全国的に250ha以上
の供給が見込まれている。 

平成27年では 三大都市圏を中心

 

平成27年では、三大都市圏を中心
とする県で500ha以上となっている。 

平成32年では、三大都市圏から生
れた県で減少に転じている。 

また、三大都市圏内においても、近
畿県では 減少する傾向がある

平成28年～平成32年 平成23年～平成27年 

畿県では、減少する傾向がある。
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【宅地供給推計結果の推移】 

平成13年～平成17年 平成18年～平成22年 

平成28年～平成32年 平成23年～平成27年 
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成 年 成 年

【供給推計結果①】 

平成18年～平成22年
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平成 年 平成 年

【供給推計結果②】 

平成23年～平成27年
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【供給推計結果③】 

平成 年 平成 年平成28年～平成32年
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①需要及び供給推計結果の比較（全国）

４．宅地需給の見通しについて 
①需要及び供給推計結果の比較（全国）

需要量と供給量を比較すると、減少の傾向が類似しており、需要
量の方が供給量よりも多少多い結果となっている。量の方が供給量よりも多少多い結果となっている。
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・平成7年～平成17年までの宅地需要量は、過去の時点に遡り平成22年以降と同様に推計を実施した値 
・評価総地積の推計値は、平成13年～平成19年の実績値から対数近似により推計 



②宅地需給の見通し（都道府県別一覧） 

宅地需要推計と宅地 

 

宅地需要推計と宅地
供給推計の比較は
左図の通りである。 

平成7年から平成12平成7年から平成12
年までは、需要量と
供給量は共に、三大
都市圏域を中心とす都市圏域を中心とす
る主要な都府県では
増加しているが、平
成22年以降全都道
府県で減少に転じる
傾向がある。 
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③-1宅地需要が発生する要因による分類 
宅地需要が発生する要因別にタイプＡ～Ｃに分
類し タイプ別に将来の宅地供給の方向性を考

 

 
類し、タイプ別に将来の宅地供給の方向性を考
察する。 

平成32年において、普通世帯の増減数が著しく
減少している。それが宅地需要量に大きく影響減少している。それが宅地需要量に大きく影響
しているため、ここでは、平成32年時点の数値
を元に分類している。 

タイプＡ：「普通世帯の増」と「空家の増」が主たる
要因となり宅地需要がある14都県要因となり宅地需要がある14都県

⇒三大都市圏域などの主要な都道府県の周辺に
多い。供給量に比べて需要量が過大に算定され
ており、今後も一定の供給を図ることが求められ
ると考えられるタイプると考えられるタイプ。

タイプＢ： 「空家の増」が主たる要因となり宅地需
要がある22府県 

⇒三大都市圏域内に多い。需要量と供給量が、同三大都市圏域内に多い。需要量と供給量が、同
程度又はそれ以下である府県が多く、今後需給
バランスを取る必要があると考えられるタイプ。 

タイプＣ：「普通世帯の減」が主たる要因となり宅地
需要が０となる11道県

32

需要が０となる11道県

⇒三大都市圏域外に多い。需要量が０として算定
されるため、今後の供給に伴う空家の増加等を
注視する必要があると考えられるタイプ 

32

※宅地需要推計平均：187.2ha   宅地供給推計平均：162.2ha 



③-2需要量及び供給量の要因タイプによる分析 

●平成28年から平成32年までの宅地需要推計結果と需要量及び供給量の要 

 
●平成28年から平成32年までの宅地需要推計結果と需要量及び供給量の要

因タイプを比較する。 

タイプAは、特定市を含む都府県を中心とした14都府県であり、需要量は250ha以上
も が多 そ うち 都県 需要量が 上 ある また タイプ 需要のものが多い。そのうち、6都県の需要量が500ha以上である。また、タイプＡの需要

量の平均は約472haである。 

タイプBは、特定市を含む都府県や主要な都道府県の周辺にある22府県であり、その
うちの3県の需要量が250ha以上である。また、タイプＢの需要量の平均は約100haで
ある。 

タイプＣは、その他の11道県であり、需要量は0haである。、 、

平成28年～平成32年 平成28年～平成32年 

【宅地需要推計結果】 【需要量及び供給量の要因タイプ】 
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